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跨線橋の点検結果及び修繕状況について
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跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・全国）

各年度の点検実施率及び累計（黒字）

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と
異なる場合がある

点検実施率（H26～28累積） 点検結果（H26～28累積）

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態

Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく
高く、緊急に措置を講ずべき状態
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跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・大阪府）
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（ ）内は各年度の点検実施率

※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と
異なる場合がある
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緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

緊急輸送道路
を構成する橋梁 Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態

Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく
高く、緊急に措置を講ずべき状態
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点検実施率（H26～28累積） 点検結果（H26～28累積）



　　○最優先で点検すべき橋梁の点検実施状況《上段：点検実施率　下段：点検実施数》

管理者
緊急輸送道路を跨ぐ

跨道橋
跨線橋※

緊急輸送道路を構成
する橋梁

17% 20% 19%

(4) (5) (65)

12% 12% 15%

(39) (9) (119)

16% 31% 28%

(25) (44) (353)

45% 33% 39%

(30) (14) (52)

17% 25% 23%

(98) (72) (589)

※横断歩道橋（跨線橋）を含む

国土交通省

高速道路会社

大阪府・政令市等

市町村

合計

○第三者被害の予防並びに路線重要性の観点から、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送

道路を構成する橋梁については、最優先で点検を進めることとしており、それぞれ、98橋、72

橋、589橋の点検を実施しました。

○点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁について、そ

れぞれ、約17％、約25％、約23％となっています。

平成２８年度点検実施状況（最優先で点検すべき橋梁・大阪府）
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　　○最優先で点検すべき橋梁の点検結果《上段：判定区分割合　下段：点検実施数》

判定区分Ⅰ
（健全)

判定区分Ⅱ
（予防保全段階)

判定区分Ⅲ
（早期措置段階)

判定区分Ⅳ
（緊急措置段階)

31% 58% 11% 0%

(30) (57) (11) (0)

47% 46% 7% 0%

(34) (33) (5) (0)

57% 38% 5% 0%

(336) (225) (28) (0)

54% 39% 8% 0%

(1,411) (1018) (199) (0)

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

跨線橋※

緊急輸送道路を
構成する橋梁

（参考）全橋梁

○緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋については、98橋の点検を実施しました。結果は、判定区分Ⅰ 30橋、Ⅱ 57橋、

Ⅲ 11橋となり、判定区分Ⅳはありませんでした。

なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 31％、Ⅱ 58％、Ⅲ 11％となります。

○跨線橋については、72橋の点検を実施しました。結果は、判定区分Ⅰ 34橋、Ⅱ 33橋、Ⅲ 5橋となり、判

定区分Ⅳはありませんでした。

なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 47％、Ⅱ 46％、Ⅲ 7％となります。

○緊急輸送道路を構成する橋梁については、589橋の点検を実施しました。結果は、判定区分Ⅰ 336橋、Ⅱ 

225橋、Ⅲ 28橋となり、判定区分Ⅳはありませんでした。

なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 57％、Ⅱ 38％、Ⅲ 5％となります。
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平成２８年度点検結果（最優先で点検すべき橋梁・大阪府）
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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跨線橋の点検結果及び修繕状況
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